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（案）

医政発 第 号

平 成 2 7 年 月 日

都 道 府 県 知 事 殿

厚 生 労 働 省 医 政 局 長

（公 印 省 略）

国家戦略特別区域における医療法第46条の３第１項ただし書の認可に関

する取扱い及び医療法人の非営利性の徹底について

「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」（平成

27年法律第56号）が本年７月15日に公布されるとともに、「国家戦略特別区域法

及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関

する政令」（平成27年政令第●号）が同年８月●日に公布され、いずれも、同年

９月１日から施行されるところである。

国家戦略特別区域における医療法（昭和23年法律第205号）第46条の３第１項

ただし書の認可（医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理事長の認可。

以下単に「認可」という。）の具体的な取扱いは、下記第１の通りであるが、国

家戦略特区においても、医療機関の開設者である医療法人の非営利性は、医療の

一般原則として当然に要請されるので、御留意の上、適切な運用を図っていただ

きたい。

また、医療法人の理事長を含む役員については、原則として当該医療法人の医

療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと

を求めているところであるが、国家戦略特別区域においても、上記の通り、医療

法人の非営利性は、医療の一般原則として当然に要請されるものであるから、具

体的な運用に当たっては、下記第２に従い、十分に御留意の上、厳正に対処して

いただきたい。

記

第１ 国家戦略特別区域における認可について

１ 国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号。以下「法」という。）第14

条の２においては、国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域医療法人運

営柔軟化事業（以下「運営柔軟化事業」という。）を定めた区域計画につい

て、内閣総理大臣の認定を受けたときは、都道府県知事は、「当該運営柔軟

化事業に係る医療法人」からの認可の申請について、「政令で定める基準」

に適合すると認める場合には、当該認可を「するものとする」とされている

点に留意すること。
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２ 「政令で定める基準」について

（1）国家戦略特別区域は、「国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若し

くは滞在者を増加させるため」、「国際的な経済活動の拠点を形成すること

が重要であることに鑑み」、「規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に

推進する」ものとされている（法第１条、第２条第１項等）ことから、この

ような国家戦略特別区域の目的を踏まえ、国家戦略特別区域法施行令（平成

26年政令第99号。以下「令」という。）第14条は、「政令で定める基準」と

して、認可の申請に係る医療法人が、国家戦略特別区域において、国際的な

経済活動の拠点の形成に資する医療の提供を行うものであることが必要であ

る旨を定めている。

（2）令第14条は、「政令で定める基準」について、（1）に加え、認可の申請

に係る医療法人について、①認可の申請に係る理事が、２年以上医療法人の

理事としての経験を有するものであること（令第14条第１号）、②社会医療

法人又は特定医療法人（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第67条の２

第１項の承認を受けている医療法人）であること（令第14条第２号）、③地

域医療支援病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価

による認定を受けた病院を開設しているものであること（令第14条第３号）

のいずれかに該当することが必要である旨を定めている。

（3）（2）に掲げる基準のうち、①については、国家戦略特別区域において、

医療法人の運営の柔軟性を高め、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する

観点から、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」（昭和

61年６月26日、健政発第410号。（4）において「昭和61年通知」という。）

の基準を明確にしたものであることを踏まえ、①の基準に適合すると認める

ときは、認可することを基本とする点に留意すること。

ただし、法第14条の２では、運営柔軟化事業の内容として、「医療法人の

経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長を選出す

る」ことにより、「医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供するこ

とを促進する」と規定されていることから、理事就任の際における経営上利

害関係にある営利法人等の関与の度合い、２年以上の理事の間に担当してい

た具体的職務、その間における他法人の役職員との兼任の有無等を勘案し、

認可の申請に係る理事が、医療法人の非営利性を確保できるとともに、「医

療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもの」か否かを確認す

る必要があること。

また、確認に当たって、判断に困難を伴う事案が生じた場合には、各都道

府県の判断で、都道府県医療審議会の意見聴取をすることを妨げるものでは

ないこと。

確認の結果、「医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有する」

と認められない場合には、「当該運営柔軟化事業に係る医療法人」からの認
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可の申請には当たらないため、当該認可は認められない点に留意すること。

（4）（2）に掲げる基準のうち、②及び③については、昭和61年通知第１の５

(3)と同様の基準を、政令において明確化したものであるから、国家戦略特

別区域においても適切な運用が確保されるよう留意すること。

ただし、この場合も、認可の申請に係る理事が「医療法人の経営管理につ

いて専門的な知識経験を有するもの」か否かを確認し、確認の結果、「医療

法人の経営管理について専門的な知識経験を有する」と認められない場合に

は、「当該運営柔軟化事業に係る医療法人」からの認可の申請には当たらな

いため、当該認可は認められない点に留意すること。

第２ 医療法人の非営利性の徹底等

１ 国家戦略特別区域においても、営利を目的とする医療機関の開設は認めら

れない（医療法第７条第６項）、医療法人の剰余金の配当は認められない（

同法第54条）等、医療における非営利性の確保は、医療の一般原則として、

当然に要請される。

このため、「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平

成５年２月３日、総第５号・指第９号)第１の１（2）④にあるとおり、「当

該運営柔軟化事業に係る医療法人」からの認可の申請について、「政令で定

める基準」に適合すると認める場合であっても、原則として、当該申請に係

る理事が、当該医療法人の医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人

等の役職員を兼務することは認めらないことから、理事長として認可するこ

とは認められないことになるので、十分に留意の上、厳正に対処する必要が

あること。

２ 法第14条の２は、「当該運営柔軟化事業に係る医療法人」からの認可の申

請について適用されるものであり、国家戦略特別区域に主たる事務所が所在

する医療法人であっても、同条の適用を希望しないもの、同条を適用するこ

とができないもの等については、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審

議会について」（昭和61年６月26日、健政発第410号）第１の５(2)から(5)

までに基づき、理事長の認可の申請を行うことが可能であることに留意する

こと。
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【参考】

○ 国家戦略特別区域法施行令【改正案】

（法第十四条の二の政令で定める基準）

第十四条 法第十四条の二の政令で定める基準は、医療法第四十六条の三第一項

ただし書の認可（第一号において単に「認可」という。）の申請に係る医療法

人が、国家戦略特別区域において、国際的な経済活動の拠点の形成に資する医

療の提供を行うものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 認可の申請に係る理事が、二年以上医療法人の理事としての経験を有する

ものであること。

二 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人又は租税特別措置法

（昭和三十二年法律第二十六号）第六十七条の二第一項の承認を受けている

医療法人であること。

三 医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院又は公益財団法人日本医

療機能評価機構（平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構と

いう名称で設立された法人をいう。）により良質な医療を提供するための業

務の運営が確保されていると認められた病院を開設しているものであること。

○ 国家戦略特別区域法【９月１日施行予定】

（医療法の特例）

第十四条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事

業として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業（国家戦略特別区域にお

いて、医師又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専

門的な知識経験を有するもののうちから理事長を選出することにより、医療法

人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供することを促進する事業をいう。以

下この条及び別表の二の二の項において同じ。）を定めた区域計画について、

内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、

都道府県知事は、当該国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業に係る医療法

人から医療法第四十六条の三第一項ただし書の認可の申請があった場合におい

ては、当該申請が医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供するために

必要なものとして政令で定める基準に適合すると認めるときは、当該認可をす

るものとする。


